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お知らせ 月10

役場の電話番号

総務部
総務課 E820-5601
政策企画課 E820-5632
地域振興課 E820-5602
税務課 E820-5603

民生部
住民課 E820-5604
民生課 E820-5635
福祉課 E820-5605
生活環境課 E820-5606
健康課
（中央地域健康センター内）

E855-1755

建設部
建設課 E820-5607
都市整備課 E820-5608
下水道課 E820-5609

教育委員会（教育部）
学校教育課 E820-5620
生涯学習課 E820-5621
教育委員会 E855-1110

水道課 E820-5610

議会事務局 E820-5630

会計課 E820-5612

青少年教育相談 E820-5659

総合案内（休日や夜間）	 　　　		E820-5600
	 	 	 　　　		E854-8009
ホームページアドレス
http：//www.town.kumano.hiroshima.jp
　（携帯電話用アドレスも同じ）

右のバーコードを読み取り機能付き
携帯電話で読み取ってください。

★各課室局へのお問い合わせは各メールでも受け付
けています。メールアドレスについては熊野町ホー
ムページでご確認ください。

　

氏　
　

名　
　
　
　

地　

区

廣ひ

ろ

た田　

果か

ほ

穂　
　

呉

地

山や

ま

だ田　

京き
ょ
う
す
け介　

　

出
来
庭

日く

さ

か下　

雄ゆ

う

た太　
　
　

〃

荒あ
ら
た
が
わ

田
川　

楓ゆ
う　

　
　

〃

髙た

か

や

ま山　

虎こ

た

ろ

う

太
郎　
　

中

溝

瀬せ

と

戸　

香き

ょ

う

か花　
　

萩

原

川か

わ

さ

き﨑　

友ゆ

う

と翔　
　
　

〃

作さ

く

だ田　

翔し

ょ

う

た大　
　
　

〃

馬ば

じ

ょ

う上　

夏な

つ

ひ妃　
　

城
之
堀

中な

か

も

と本　

百ゆ

り

か

合
香　
　

初

神

梶か

じ

わ

ら原　

穂ほ

の

か夏　
　

川

角

島し

ま

づ津　

憲け
ん　

　

石

神

浅あ

さ

だ田　

優ゆ

う

ま真　
　
　

〃

松ま

つ

う

ら浦　

蓮れ
ん　

　
　

〃

長な

が

お

か岡　

和わ

か

香　
　

神

田

※
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
を
希

望
し
な
い
人
は
、
住
民
課
へ

届
け
出
る
際
に
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

（
住
民
課
）

　

氏　
　

名　
　

 

年
齢 

地
区

植う

え

ま

つ松　

千ち

よ

こ

代
子 

93 

出
来
庭

藤ふ

じ

い井　

照し

ょ

う

じ司 

75　

 

〃

稲い

な

が

き垣　

光み

つ

ひ

こ彦 

86 

中

溝

岡お

か

に

し西　

忠た

だ

ぞ

う三 

65　

 

〃

女め
お
と
い
け

夫
池　

哲て

つ

の

り憲 

79 

萩

原

堀ほ

り

う

ち内　

弘ひ

ろ

み美 

74　

 

〃

西に

し

か

わ川　

勇
い
さ
む 

92　

 

〃

堀ほ

り

の野　

千ち

よ

こ

代
子 

68 

城
之
堀

猫ね

こ

や

だ

屋
田　

美み

ち

え

知
枝 

82　

 

〃

山や

ま

だ田　

サ
ツ
ヱ 

76　

 

〃

向む
か
い
く
ぼ

久
保　

ヨ
シ
コ 

89　

 

〃

小お

だ

は

ら

田
𠩤　

慧
さ
と
し 

83 

初

神

折お

り

も

と本　

悦え

つ

こ子 

66　

 

〃

三み

さ

お竿　

一か

ず

ゆ

き之 

73 

新

宮

德と

く

や

ま山　

シ
ゲ
コ 

100 

川

角

緒お

が

た方　

智と

も

こ子 

61 

平

谷

横よ

こ

み見　

優ゆ

う

ま磨 

15　

 

〃

堀ほ

り

お尾　

良り
ょ
う
そ
う三 

91 

貴

船

吉よ

し

だ田　

ア
サ
コ 

91　

 

〃

（
8
月
届
け
出
分
・
敬
称
略
）

＝
お
よ
ろ
こ
び
＝

（
8
月
届
け
出
分
・
敬
称
略
）

＝
お
く
や
み
＝

不
正
軽
油
の
販
売
や
購
入
は
犯

罪
で
す
。
ま
た
、
不
正
軽
油
の

使
用
は
悪
質
な
脱
税
行
為
で
も

あ
る
と
同
時
に
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル

車
の
排
気
ガ
ス
中
の
有
害
物
質

を
増
加
さ
せ
る
な
ど
、
環
境
汚

染
の
原
因
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
不
正
軽
油
を
追
放
・
撲

滅
す
る
た
め
、
県
で
は
燃
料
の

抜
き
取
り
調
査
や
聞
き
取
り
調

査
な
ど
を
行
っ
て
取
締
り
を
強

化
し
て
い
ま
す
。
調
査
の
際
に

は
、
こ
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
不
正
軽
油
の
疑
い
の

あ
る
軽
油
の
情
報
は
随
時
『
広

島
県
不
正
軽
油
110
番
（
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０
‐
288
‐
110
）
』

ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

E
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
税

務
局
軽
油
調
査
課
E
513
‐
５
３

６
２
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）
E
223

‐
０
５
３
９

（
税
務
課
）

町・県民税（普徴）
―第３期分―

国民健康保険税（普徴）
―第４期分―

後期高齢者医療保険料（普徴）
―第４期分―

介護保険料（普徴）
―第４期分―

納税（町税等）
今月の納期限

１０月３１日（金）
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は
10
月
31
日

（金）
ま
で
に
総
務
課

へ
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
５
人
ま
で
で
す
。
定

員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

E
11
月
13
日

（木）

E
役
場
３
階
会
議
室

E
総
務
課
E
820
‐
５
６
０
１

　

行
政
に
関
す
る
皆
さ
ん
の
苦

情
や
意
見
・
要
望
を
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

E
10
月
21
日

（火）
午
前
10
時
～

午
後
４
時

E
広
島
市
役
所
本
庁
舎
２
階

講
堂

E
10
月
22
日

（水）
午
前
10
時
～

午
後
３
時

E
中
央
ふ
れ
あ
い
館

E
10
月
24
日

（金）
午
前
10
時
～

午
後
３
時

E
西
公
民
館

　

10
月
21
日

（火）
開
催
の
相
談
所

は
、
国
、
県
、
市
や
様
々
な
分

野
の
専
門
家
が
相
談
員
と
し
て

参
加
す
る
予
定
で
す
。

E
中
国
四
国
管
区
行
政
評
価
局

行
政
相
談
課

E
228
‐
６
１
７

３
、
行
政
相
談
員
（
小お

さ
か
だ
す
な
ほ

坂
田
忠
）

E
854
‐
１
６
２
９

（
総
務
課
）

　

裁
判
所
、
法
務
省
な
ど
で
は
、

10
月
１
日
か
ら
の
１
週
間
を

「
法
の
日
」
週
間
と
し
、
毎
年

全
国
各
地
で
講
演
会
な
ど
各
種

行
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今

年
は
12
月
頃
に
は
裁
判
員
候
補

者
名
簿
に
載
っ
た
人
に
通
知
が

届
く
な
ど
、
い
よ
い
よ
裁
判
員

制
度
が
動
き
出
す
直
前
の
時
期

に
あ
た
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
各

地
で
模
擬
裁
判
や
模
擬
評
議
体

験
な
ど
裁
判
員
制
度
に
関
す
る

相
　
談

～
各
種
相
談
に
つ
い
て
の

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す

　

お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
～

不
正
軽
油
防
止

不
正
軽
油
防
止
に
ご
協
力
を

～
10
月
は
「
全
国
不
正
軽
油
撲

滅
強
化
月
間
」
で
す
～

裁
判
員
制
度

法
の
日
を
迎
え
て

～
平
成
21
年
５
月
の
裁
判
員

制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
向
け
て
～

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
、

電
話
し
て
く
だ
さ
い

弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談

無
料
行
政
相
談
所
の
開
設

　

熊
野
町
の
４
人
の
人
権
擁
護

委
員
が
様
々
な
悩
み
に
つ
い
て
、

適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
、
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
を
行
い
、
問
題
の
解

決
、
自
己
実
現
を
図
る
た
め
、

応
援
し
ま
す
。
各
委
員
へ
の
相

談
も
可
能
で
す
。

E
10
月
17
日

（金）
午
前
10
時
～
午

後
３
時

E
生
涯
学
習
課
E
820
‐
５
６
２

１▽
電
話
相
談
内
容
:
人
権
の
侵

害
に
関
す
る
こ
と
、
身
の
回
り

で
気
に
な
る
こ
と
、
そ
の
他

　

法
律
に
関
す
る
無
料
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
希
望
す
る
人

お知らせ 月10

様
々
な
催
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

裁
判
員
制
度
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
裁
判
員
制
度
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（
Eh

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.

s
a
i
b
a
n
i
n
.
c
o
u
r
t
s
.
g
o
.
j
p
/

）

で
、
各
地
の
裁
判
所
の
催
し

に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（
Eh

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.

c
o
u
r
t
s
.
g
o
.
j
p
/

）
で
、
そ
れ

ぞ
れ
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
是

非
ア
ク
セ
ス
し
て
、
裁
判
所
に

つ
い
て
よ
り
深
く
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
の
機
会
と
し
て
く
だ

さ
い
。

E
広
島
地
方
裁
判
所
総
務
課

E
228
‐
０
４
２
１

（
総
務
課
）

　

自
動
車
の
燃
料
に
使
用
さ
れ

る
軽
油
に
は
、
軽
油
引
取
税
と

い
う
税
金
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

軽
油
に
灯
油
な
ど
を
混
ぜ
た




